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★キーポイント
　本件は、過去に無効審判に関する審決取消訴
訟において、商標法４条１項15号に該当すると
判断された商標と同一の商標について、商標権
侵害には該当しないと判断されたケースである。

第１　事案の概要
　本件は、「赤帽」（原告商標１及び２）の商標登録
を有する原告が、被告による「株式会社京都赤帽＋
舞子図形」（被告標章１）、並びに「舞子マークの／
京都赤帽＋舞子図形」（被告標章２）の使用が、原
告商標の商標権の侵害に該当することを理由として、
損賠賠償請求等を求めた事案である。

１．事実関係

（１）当事者

原告：全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会
＊原告商標１及び２は、実際には赤色（朱色）の

商標である、
＜原告商標１＞

＜原告商標２＞

被告：株式会社舞妓ロジスティクス（旧商号：株
式会社京都赤帽）

＜被告標章１＞

＜被告標章２＞

（２）争いのない事実

原告は、所属員のためにする貨物の共同荷受、
共同配車及び貨物運送取扱等を事業目的として、
中小企業等協同組合法に基づき設立された協同
組合である。

被告は、一般路線貨物自動車運送業等を目
的とする株式会社であり、平成28年４月に変更
する前の商号は株式会社京都赤帽であった。被
告は、貨物自動車による輸送の役務の提供に
当たって、被告標章１を平成元年４月10日から
平成18年11月頃まで、被告標章２を同月から平
成28年４月末日頃までそれぞれ使用していたが、
現在はいずれも使用していない。

（３）争点

本事件における争点はいくつかあるが、本稿
においては原告商標１及び２と、被告標章１及
び２の類否にのみ焦点を当てる。

第２　裁判所の判断
１．被告標章１に関する類否判断

争いのない事実によれば、被告標章１は、原告
商標２の登録後には使用されていないため、裁判
においては原告商標１との類否についてのみ検討
されている。

（１）各商標についての認定

裁判所は、各商標につき、以下のように認定
した。
・原告商標１

原告商標１は、赤系統の色のゴシック体様
の漢字「赤帽」を横書きしたものであり、そ
の構成から「あかぼう」の称呼及び「赤い帽
子」との観念が生じる。また、「赤帽」の語
は、駅で乗降客の手荷物を運ぶ者その他運搬
人（ポーター）を指す普通名詞であるので、「運
搬人」といった観念も生じると認められる。

・被告標章１
被告標章１は、図形部分と文字部分から構

成されており、図形部分は、直立して両手で
荷物を捧げ持つ舞妓姿の女性の正面像を示す
図形（以下「舞妓の図形」という。）が中央に
大きく配置され、その右上方に小さく五重塔


